
　
　
　
　
　
　
　
　
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

 
告

示

〇
指
定
代
理
納
付
者
の
指
定 

（
税　

務　

課
）　

　

一

〇
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
免
状
及
び
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状
に
関
す
る
事
務

　

の
委
託 

（
消　

防　

課
）　

　

一

〇
液
化
石
油
ガ
ス
整
備
士
免
状
に
関
す
る
事
務
の
委
託 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

二

〇
林
業
・
木
材
産
業
改
善
資
金
に
係
る
償
還
金
の
徴
収
事
務
の
委
託 

（
農
林
水
産
経
営
支
援
課
）　

　

二

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

二

〇
指
定
管
理
者
の
管
理
業
務
の
一
部
停
止 

（
港　

湾　

課
）　

　

二

〇
指
定
管
理
者
の
管
理
業
務
の
一
部
停
止
（
二
件
） 

（
都
市
計
画
課
）　

　

三

〇
土
地
区
画
整
理
組
合
の
定
款
変
更
の
認
可 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
パ
ー
キ
ン
グ
・
メ
ー
タ
ー
作
動
及
び
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
に
係
る
手

　

数
料
の
収
納
事
務
の
委
託 

（
警
察
本
部
会
計
課
）　

　

三

 
公

告

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

四

 
告

示

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
四
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
三
十
一
条
の
二
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
代
理
納

付
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
代
理
納
付
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

　
　

ヤ
フ
ー
株
式
会
社

　
　

東
京
都
港
区
赤
坂
九
丁
目
七
番
一
号

二　

指
定
代
理
納
付
者
に
納
付
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
歳
入
の
種
類

　
　

自
動
車
税
及
び
こ
れ
に
係
る
延
滞
金

　
　

寄
附
金
（
使
途
を
特
定
し
な
い
も
の
に
限
る
。）

三　

指
定
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
五
号

　

高
圧
ガ
ス
保
安
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
号
）
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
高
圧
ガ
ス
製

造
保
安
責
任
者
免
状
及
び
高
圧
ガ
ス
販
売
主
任
者
免
状
に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
、
高
圧
ガ
ス
保

安
法
に
基
づ
く
高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任
者
試
験
等
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
通
商
産
業
省
令
第
五
十
四
号
）

第
十
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
六
号

　

液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
四
十
九
号
）
第
三

十
八
条
の
四
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免
状
に
関
す
る
事
務
を
次
の
と
お
り
委
託
し
た
の

で
、
液
化
石
油
ガ
ス
の
保
安
の
確
保
及
び
取
引
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
九
年
通
商
産
業
省
令
第
十

一
号
）
第
百
七
条
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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委
託
先
の
名
称

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

免
状
交
付
事
務
の
内
容

高
圧
ガ
ス
製
造
保
安
責
任

者
免
状
及
び
高
圧
ガ
ス
販

売
主
任
者
免
状
の
交
付
及

び
再
交
付
に
関
す
る
事
務

免
状
交
付
事
務
を
処

理
す
る
場
所　
　
　

東
京
都
港
区
虎
ノ
門

四
丁
目
三
番
十
三
号

委　

託　

期　

間

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

委
託
先
の
名
称

免
状
交
付
事
務
の
内
容

免
状
交
付
事
務
を
処

理
す
る
場
所　
　
　

委　

託　

期　

間



〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
八
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
林
業
・
木
材
産

業
改
善
資
金
に
係
る
償
還
金
の
徴
収
事
務
を
平
成
二
十
三
年
三
月
三
十
一
日
次
の
と
お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

委
託
の
相
手
方

　
　

本
吉
郡
南
三
陸
町
志
津
川
字
天
王
山
百
三
十
八
番
地
の
三　

南
三
陸
森
林
組
合

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
二
十
九
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

仙
台
塩
釜
港
仙
台
港
区
港
湾
環
境
整
備
施
設
（
中
央
公
園
及
び
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
）

二　

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

社
団
法
人
宮
城
県
建
設
セ
ン
タ
ー

　
　

仙
台
市
青
葉
区
上
杉
一
丁
目
一
番
二
十
号

三　

管
理
の
業
務
の
停
止
の
内
容

　

仙
台
塩
釜
港
仙
台
港
区
港
湾
環
境
整
備
施
設
（
中
央
公
園
及
び
リ
バ
ー
ウ
ォ
ー
ク
）
の
管
理
の
業
務
の
う
ち
巡
回

点
検
業
務
及
び
除
草
業
務
以
外
の
管
理
業
務
の
停
止

四　

停
止
の
期
間

第2252号　平成23年５月２日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （2）

高
圧
ガ
ス
保
安
協
会

液
化
石
油
ガ
ス
設
備
士
免

状
の
交
付
、
再
交
付
及
び

書
換
え
に
関
す
る
事
務

東
京
都
港
区
虎
ノ
門

四
丁
目
三
番
十
三
号

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま

で

事

業

所

番

号

〇
四
一
一
三
〇
〇
二
八
八

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地

ウ
エ
ッ
ク
一
迫
ケ
ア
ス

テ
ー
シ
ョ
ン

栗
原
市
一
迫
真
坂
字
南

町
二
十
四

指
定
障
害
福
祉

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

居
宅
介
護

重
度
訪
問
介
護

（
み
な
し
）

設
置
者
名

株
式
会
社
ウ
エ

イ
シ
ス
パ
ー
ト

ナ
ー
ズ

指
定
年
月
日

平
成
二
十
三
年

四
月
一
日

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

大
倉
設
備
工
業
株

式
会
社

菅
原　

和
夫

株
式
会
社
さ
と
う

総
業
佐
藤　

朝
夫

有
限
会
社
サ
ン

フ
ァ
ク
ト
リ
ー

山
田　

明

青
葉
化
成
株
式
会

社石
田　

一

有
限
会
社
杜
風

伏
見　

太
郎

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

仙
台
市
宮
城
野
区
東
八
番

丁
九
十
三－

十
一

仙
台
市
泉
区
七
北
田
字
朴

木
沢
九
十
三－

一

仙
台
市
泉
区
館
五
丁
目
十

－

十
二

仙
台
市
若
林
区
卸
町
一
丁

目
五－

六

仙
台
市
宮
城
野
区
清
水
沼

三
丁
目
二－

二
十
三

建

設

業

許

可

番

号

般
・
特－

十
九

第
八
百
九
十
九

号特－

十
八

第
七
千
六
百
四

十
二
号

般－

二
十
二

第
一
万
七
千
四

百
二
十
五
号

特－

十
九

第
一
万
七
千
九

百
三
十
二
号

般－

二
十

第
一
万
八
千
二

百
六
十
六
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類　
　
　

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

管
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

塗
装
工
事
業

　

防
水
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

造
園
工
事
業

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

管
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
三
年

 

三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
三
年

 

三
月
二
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

三
月
二
十
八
日

平
成
二
十
三
年

 

三
月
二
十
二
日

平
成
二
十
三
年

 

三
月
二
十
八
日



　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
一
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

仙
台
港
多
賀
城
地
区
緩
衝
緑
地

二　

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

東
北
緑
化
環
境
保
全
株
式
会
社

　
　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
二
丁
目
五
番
一
号

三　

管
理
の
業
務
の
停
止
の
内
容

　

仙
台
港
多
賀
城
地
区
緩
衝
緑
地
の
管
理
の
業
務
の
う
ち
巡
回
点
検
業
務
及
び
除
草
業
務
以
外
の
管
理
業
務
の
停
止

四　

停
止
の
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
二
号

　

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十
四
条
の
二
第
十
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
指
定
管
理
者
に
よ
る
管
理
の
業
務
の
一
部
の
停
止
を
命
じ
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

公
の
施
設
の
名
称

　
　

矢
本
海
浜
緑
地

二　

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
所
在
地

　
　

東
洋
緑
化
株
式
会
社

　
　

仙
台
市
青
葉
区
柏
木
一
丁
目
一
番
八
号
ポ
ラ
リ
ス
ビ
ル
二
Ｆ

三　

管
理
の
業
務
の
停
止
の
内
容

　
　

矢
本
海
浜
緑
地
の
管
理
の
業
務
の
う
ち
巡
回
点
検
業
務
及
び
除
草
業
務
以
外
の
管
理
業
務
の
停
止

四　

停
止
の
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
三
号

　

土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土
地
区
画
整

理
組
合
の
定
款
の
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

組
合
の
名
称

　
　

石
巻
市
蛇
田
中
央
土
地
区
画
整
理
組
合

二　

事
務
所
の
所
在
地

　
　

石
巻
市
蛇
田
字
新
金
沼
四
百
一
番
地

三　

設
立
認
可
の
年
月
日

　
　

平
成
十
五
年
三
月
五
日

四　

変
更
の
内
容

　
　

役
員
の
定
数

　
　

（
変
更
前
）
第
十
条　

こ
の
組
合
の
役
員
の
定
数
は
、
理
事
十
二
人
、
監
事
二
人
と
す
る
。

　
　

（
変
更
後
）
第
十
条　

こ
の
組
合
の
役
員
の
定
数
は
、
理
事
十
人
、
監
事
二
人
と
す
る
。

　
　

総
代
の
定
数

（
変
更
前
）
第
三
十
七
条
第
一
項　

総
代
の
定
数
は
、
二
十
五
人
と
し
、
所
有
権
者
及
び
借
地
権
者
の
組
合
員
か

ら
選
挙
す
る
。

（
変
更
後
）
第
三
十
七
条
第
一
項　

総
代
の
定
数
は
、
二
十
七
人
と
し
、
所
有
権
者
及
び
借
地
権
者
の
組
合
員
か

ら
選
挙
す
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
三
百
三
十
四
号

　

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
パ
ー
キ
ン
グ
・

メ
ー
タ
ー
作
動
及
び
パ
ー
キ
ン
グ
・
チ
ケ
ッ
ト
発
給
に
係
る
手
数
料
の
収
納
事
務
を
平
成
二
十
三
年
三
月
七
日
次
の
と

お
り
委
託
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

契
約
の
相
手
方

　
　

仙
台
市
青
葉
区
一
番
町
二
丁
目
二
番
十
三
号

　
　

株
式
会
社
セ
ノ
ン
東
北
支
社

二　

委
託
期
間

　
　

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

 
公

告

（3）　 平成23年５月２日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第2252号　　 



〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
三
年
五
月
二
日　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

第2252号　平成23年５月２日　月曜日 宮　　城　　県　　公　　報 （4）

一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

　

名
取
市
下
余
田
字
飯
塚
二
十
二
番

　

仙
台
市
若
林
区
今
泉
二
丁
目
五
番
二
十
号

 

阿
部　

節
子　
　
　
　
　
　
　
　

　

仙
台
市
若
林
区
今
泉
二
丁
目
五
番
二
十
号

 

阿
部　

真
紀　
　
　
　
　
　
　
　


